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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（２）の周囲の道路を含む範囲を撮像するように当該車両に搭載された撮像部（２
０）によって撮像された画像を取得し、その取得された画像から前記車両の周囲に存在す
る特定の対象物を認識する車両周囲認識装置（１）であって、
　前記画像を構成する複数の要素の間で、各要素が表す色に含まれる特定の色成分の度合
、及び輝度をそれぞれ比較した差分に基づいて、前記画像において道路の路面上に影がか
かっている領域である影領域を検出するように構成された影検出部（１１）と、
　前記画像の中から特徴点を検出するように構成された特徴点検出部（１２）と、
　前記影検出部により検出された影領域と前記特徴点検出部により検出された特徴点群と
に基づいて、前記対象物を認識するように構成された認識部（１４）とを備え、
　前記撮像部は、前記車両の周囲の異なる範囲を撮像するように構成された複数のカメラ
（２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ）を有し、
　前記影検出部は、前記複数のカメラにより撮像された複数の画像の間で色調を比較し、
色調が同じと判定された複数の画像の間で、各画像内の要素における特定の色成分の度合
及び輝度をそれぞれ比較することによって前記影領域を検出するように構成されている、
　車両周囲認識装置。
【請求項２】
　前記影検出部は、前記画像における特定の領域内に含まれる複数の要素における特定の
色成分の度合及び輝度をそれぞれ比較することによって前記影領域を検出するように構成
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されている、
　請求項１に記載の車両周囲認識装置。
【請求項３】
　前記影検出部は、検出された影領域に該当する部位の色及び輝度を表す画像情報を記憶
し、その記憶された画像情報を用いて、後に撮像された画像に含まれる影領域を検出する
ように構成されている、
　請求項１に記載の車両周囲認識装置。
【請求項４】
　前記特徴点検出部により検出された特徴点群から、前記影検出部により検出された影領
域のエッジに該当する特徴点を除去するように構成された影エッジ除去部（１３）を更に
備え、
　前記認識部は、前記影エッジ除去部により影領域のエッジが除去された後の特徴点群か
ら、前記対象物を認識するように構成されている、
　請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の車両周囲認識装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、車両の周囲の道路を撮像した画像から対象物を認識する車両周囲認識装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、道路を撮影した画像に基づいて道路に引かれた白線を検出する白線検
出装置において、画像の明暗の変化に基づいて影領域を設定し、影領域のエッジを消去し
た後に、白線の検出を行う先行技術が記載されている。前記先行技術によれば、道路の路
面上に自車両や建物等の影がある場合において、白線の検出精度の低下を抑制できるとさ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４２７０１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の先行技術においては、画像の明暗の変化のみに基づいて検出した
エッジの中から影領域を推定するため、本来は影ではない明暗の変化を影であると誤認識
する可能性がある。
【０００５】
　そこで、本開示の一局面は、道路の路面上にかかっている影を的確に検出することによ
って、対象物の検出精度を向上できる車両周囲認識装置を提供することが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様に係る車両周囲認識装置（１）は、車両（２）の周囲の道路を含む範囲
を撮像するように当該車両に搭載された撮像部（２０）により撮像された画像を取得し、
その取得された画像から車両の周囲に存在する特定の対象物を認識する。この車両周囲認
識装置は、影検出部（１１）と、特徴点検出部（１２）と、認識部（１４）とを備える。
【０００７】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本開示の技術的範囲を
限定するものではない。
【０００８】
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　影検出部は、画像を構成する複数の要素の間で、各要素が表す色に含まれる特定の色成
分の度合、及び輝度をそれぞれ比較した差分に基づいて、画像において道路の路面上に影
がかかっている領域である影領域を検出するように構成されている。特徴点検出部は、画
像の中から特徴点を検出するように構成されている。認識部は、検出された影領域及び特
徴点群に基づいて、対象物を認識するように構成されている。
【０００９】
　発明者らの検討により、太陽光で照らされた領域と影の領域とで画像の色を比較した場
合、影の領域は太陽光で照らされた領域よりも青色成分が強いという特徴が見出された。
この特徴は、レイリー散乱の影響によるものである。つまり、画像中における太陽光で照
らされた領域と影の領域では、明暗の変化に加えて特定の色成分について変化が観測され
る。そこで、本開示に係る車両周囲認識装置では、画像の輝度だけでなく、特定の色成分
の度合に基づいて影領域を判定することで、画像の明暗の変化に対するロバスト性を向上
させ、影領域を精度よく検出することができる。そして、このようにして検出された影領
域を加味して対象物の検出を行うことで、目的とする対象物を的確に検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態の車両周囲認識装置の構成を表すブロック図である。
【図２】車両におけるカメラの搭載位置の一例を表す説明図。
【図３】車両周囲認識装置が実行する画像認識処理の手順を表すフローチャートである。
【図４】車両周囲認識装置が実行するタール反射除去処理の手順を表すフローチャートで
ある。
【図５】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図６】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図７】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図８】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図９】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図１０】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図１１】影領域の検出方法の一例を表す説明図である。
【図１２】白線の認識方法の一例を表す説明図である。
【図１３】白線の誤認識を抑制する方法の一例を表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本開示は下記の実施形態に
限定されるものではなく様々な態様にて実施することが可能である。
　［車両周囲認識装置の構成の説明］
　実施形態の車両周囲認識装置１は、車両２に搭載される電子制御装置である。図１に例
示されるとおり、車両周囲認識装置１は、車両２に搭載された撮像部２０と接続されてい
る。撮像部２０は、４台のカメラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄを含む。これらのカメ
ラ２０ａ～２０ｄは、ＹＵＶカラーモデルで表現されるデジタルカラー画像（以下、画像
）を撮像する撮像装置である。
【００１２】
　図２に例示されるとおり、４台のカメラ２０ａ～２０ｄは、車両周囲を隈無く撮影でき
るように、前カメラ、後カメラ、左カメラ、右カメラとして、車両２の前、後、左、右に
それぞれ取付けられている。各カメラ２０ａ～２０ｄは、車両２の前方、後方、左側方、
右側方における道路の路面を少なくとも含む範囲をそれぞれの撮影範囲を撮影するための
ものである。各カメラ２０ａ～２０ｄの車両２への取付位置及び姿勢は、各カメラ２０ａ
～２０ｄの撮像範囲が上記のようになるように予め設定されている。そして、各カメラ２
０ａ～２０ｄの実際の搭載位置は、その設定された取付位置及び姿勢（換言すれば、撮影
方向）に基づいて製造工場や整備工場等で調節されているものとする。
【００１３】
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　図１のブロック図の説明に戻る。車両周囲認識装置１は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ、入出力インタフェース等を中心に構成され
た情報処理装置である。車両周囲認識装置１は、例えば、コンピュータシステムとしての
機能が集約されたマイクロコントローラ等により具現化される。車両周囲認識装置１の機
能は、ＣＰＵがＲＯＭや半導体メモリ等の実体的な記憶媒体に格納されたプログラムを実
行することにより実現される。なお、車両周囲認識装置１を構成するマイクロコントロー
ラの数は１つでも複数でもよい。
【００１４】
　この車両周囲認識装置１は、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された画像の中から、
車両２の周囲に存在する特定の対象物を認識する機能を備える。本実施形態では、特定の
対象物として、車両２が走行している道路の路面に描かれたレーンマーカーの白線を主に
認識する事例について説明する。あるいは、車両周囲認識装置１は、レーンマーカーの他
にも、例えば、車両や歩行者等の交通移動体や路面上の標示物を、特定の対象物として認
識する構成であってもよい。
【００１５】
　車両周囲認識装置１は、機能的な構成要素として、影検出部１１と、特徴点検出部１２
と、影エッジ除去部１３と、認識部１４とを備える。なお、車両周囲認識装置１を構成す
るこれらの要素を実現する手法はソフトウェアに限るものではなく、その一部又は全部の
要素を論理回路やアナログ回路等を組合せたハードウェアを用いて実現してもよい。
【００１６】
　また、車両周囲認識装置１は、各カメラ２０ａ～２０ｄの取付位置及び姿勢をカメラパ
ラメータとして、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された画像を視点変換することで、
車両２の上方の視点からなる鳥瞰画像を生成する機能を有する。なお、カメラパラメータ
は、例えば、各カメラ２０ａ～２０ｄの車両２における取付位置、及び車両２の前後、左
右、上下の３軸方向の取付角度を数値化したものである。そして、車両周囲認識装置１が
、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された画像を視点変換する際には、カメラパラメー
タに基づいて設定された変換データを利用する。
【００１７】
　［画像認識処理の説明］
　車両周囲認識装置１が実行する画像認識処理の手順について、図３のフローチャートを
参照しながら説明する。この処理は、所定の制御周期ごとに繰返し実行される。
【００１８】
　Ｓ１００では、車両周囲認識装置１は、各カメラ２０ａ～２０ｄにより同時期に撮像さ
れた複数の画像を取得し、各画像間で色調を比較する。具体的には、車両周囲認識装置１
は、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された複数の画像について、画像の全域に分布す
る画素の色彩の濃淡・強弱の度合を比較し、各カメラ２０ａ～２０ｂにより撮像された画
像間で色調に差異があるか否かを判定する。
【００１９】
　Ｓ１０２では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１００の処理の結果について各カメラ２０ａ
～２０ｄにより撮像された画像間で色調に差異があるか否かで処理を分岐させる。各カメ
ラ２０ａ～２０ｄにより撮像された画像間で色調に差異がないと判定された場合（Ｓ１０
２：ＮＯ）、車両周囲認識装置１は処理をＳ１０４に移す。
【００２０】
　Ｓ１０４では、車両周囲認識装置１は、異なる複数のカメラにより撮像された画像間で
、各画像を構成する画素の情報を比較することにより、道路の路面上に影がかかっている
領域である影領域を検出する。具体的には、車両周囲認識装置１は、異なる複数の画像そ
れぞれから、車両２の近傍の路面が写る範囲に該当する所定の画像範囲内の画素を比較対
象として抽出する。そして、車両周囲認識装置１は、それぞれの画像から抽出された比較
対象の画素同士で、輝度及び当該画素が示す色に含まれる特定の色成分の強度の差分を算
出する。
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【００２１】
　本実施形態では、前記特定の色成分として、ＹＵＶカラーモデルにおける青色成分を比
較に用いる。青色成分を用いる理由は、レイリー散光の影響により、影の領域は太陽光で
照らされた領域よりも青色成分が強く観測される傾向があるためである。輝度及び青色成
分の差分が算出された結果、車両周囲認識装置１は、比較相手の画素に対して輝度が所定
の閾値以上低く、かつ青色成分が所定の閾値上高い条件に該当する画素を、路面上の影に
該当する画素として検出する。
【００２２】
　影を検出するための比較対象となる画素の具体例を、図５～９に示す。なお、図５～９
の事例では、車両２の位置から左後方に向けて車両２自体の影が路面上に伸びている状況
を想定している。図５は、車両周囲認識装置１が、車両２の左右の領域が撮像された複数
の画像を用いて、車両２の左右側方の近傍領域から抽出した比較対象の画素により影の検
出を行う事例を表している。図６は、車両周囲認識装置１が、車両２の前後の領域が撮像
された複数の画像を用いて、車両２の前後の近傍領域から抽出した比較対象の画素により
影の検出を行う事例を表している。図７は、車両周囲認識装置１が、車両２の前方及び左
側方の領域が撮像された複数の画像を用いて、車両２の前方及び左側方の近傍領域から抽
出した比較対象の画素により影の検出を行う事例を表している。
【００２３】
　図８は、車両周囲認識装置１が、車両２の左前方及び左側方の領域が撮像された複数の
画像を用いて、車両２の左前方及び左側方の近傍領域から抽出した比較対象の画素により
影の検出を行う事例を表している。あるいは、図８の事例は、車両２の左前方及び左側方
の領域が撮像された１つの画像から抽出した比較対象の画素により影の検出を行う構成で
あってもよい。図９は、車両周囲認識装置１が、車両２の後方方及び右後方の領域が撮像
された複数の画像を用いて、車両２の後方及び右後方の近傍領域から抽出した比較対象の
画素により影の検出を行う事例を表している。あるいは、図９の事例は、車両２の後方及
び右後方の領域が撮像された１つの画像から抽出した比較対象の画素により影の検出を行
う構成であってもよい。
【００２４】
　車両２の近傍には、車両２自体の影がかかることが予め分かっているため、図５～９に
例示されるように、車両２の近傍の異なる画像領域から比較対象となる画素を抽出するこ
とで、影を速やかに検出することができる。また、影の伸びる方向が既知である場合、影
が伸びる方向の画像と、影が伸びる方向以外の画像との間で画素を比較することにより、
より速やかに影を検出することができる。
【００２５】
　図３のフローチャートの説明に戻る。Ｓ１０２において複数の画像間で色調に差異があ
ると判定された場合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、車両周囲認識装置１は処理をＳ１０６に移す
。Ｓ１０６では、車両周囲認識装置１は、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された各画
像について、同一の画像の中から抽出された比較対象の画素の情報を比較することにより
、道路の路面上に影がかかっている領域である影領域を検出する。
【００２６】
　例えば、各カメラ２０ａ～２０ｄ間でホワイトバランスの設定が異なっていたり、道路
の路面の色が左右で異なっている場合、複数の画像間で色調が異なって観測され得る。そ
のような状況下では、異なる複数の画像間で画素の輝度や色成分を比較して影の検出を行
った場合、影と日向との画素値が近似してしまい、影の検出精度が下がる可能性がある。
そこで、本実施形態では、車両周囲認識装置１は、異なる複数の画像間で色調が異なる場
合、同一の画像内から抽出した画素同士で画素の情報を比較する。このようにすることで
、画像間の色調の差異による影の検出精度の低下を抑制できる。
【００２７】
　具体的には、車両周囲認識装置１は、同一の画像の中から、車両２の近傍の路面が写る
範囲に該当する所定の画像範囲内の画素を比較対象として抽出する。そして、車両周囲認
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識装置１は、同一の画像内から抽出された比較対象の画素の間で、輝度及び当該画素が示
す色に含まれる青色成分の強度の差分を算出する。その算出の結果、車両周囲認識装置１
は、比較対象の画素に対して輝度が所定の閾値以上低く、かつ青色成分が所定の閾値上高
い条件に該当する画素を、路面上の影に該当する画素として検出する。
【００２８】
　Ｓ１０６の処理の具体的な事例について、図１１を参照しながら説明する。この図１１
の事例では、車両２の位置から左後方に向けて車両２自体の影が路面状に伸びている状況
を想定している。さらに、車両２が通行している道路において、車両２の右側の路面だけ
が、舗装の補修跡のような周囲よりも濃い色を呈している。このような状況下において、
車両周囲認識装置１が、各カメラ２０ａ～２０ｂにより撮像された画像間で色調を比較し
た場合、左カメラ２０ｃにより撮像された画像と右カメラ２０ｄにより撮像された画像と
の間で色調に差異が観測される。
【００２９】
　図１１の事例のように、左右２つの画像の間で色調が異なる場合、それら２つの画像間
で画素の輝度及び青色成分を比較しても、影を的確に判別できない可能性がある。そこで
、車両周囲認識装置１は、複数の画像間で色調が異なる場合には、図１１に例示されるよ
うに、同一の画像内から抽出した比較対象の画素同士で輝度及び青色成分の強度を比較す
ることによって影を検出する。
【００３０】
　また、たとえ道路の路面の色調が均一であったとしても、複数のカメラの間でホワイト
バランスの設定に差異がある場合、複数の画像の間で色調に差異が観測される。このよう
な場合においても、車両周囲認識装置１は、同一の画像内から抽出した比較対象の画素同
士で輝度及び青色成分の強度を比較することによって影を検出する。
【００３１】
　図３のフローチャートの説明に戻る。補足として、Ｓ１０４及びＳ１０６では、車両周
囲認識装置１は、車両２の近傍の路面において検出された影に該当する画素の輝度及び色
を表す画素値を取得する。そして、車両周囲認識装置１は、取得した影の画素値と、画像
全体の画素の画素値とを比較して影か否かを判定することにより、画像全体における影領
域を検出する。このようにすることで、図１０に例示されるように、車両２自体の影だけ
でなく、車両２の周囲に存在する他の物体の影についても、速やかにかつ的確に検出する
ことができる。
【００３２】
　Ｓ１０８では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１０４及びＳ１０６において各画像から検出
された影領域を統合して、車両２の周囲全体における影領域の位置を特定する。Ｓ１１０
では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１０４及びＳ１０６において検出された影の輝度及び青
色成分を表す特徴量をメモリに記憶する。Ｓ１１０で記憶された影の特徴量については、
次回以降の画像認識処理において、後に撮像された画像内の影を検出する際の基準として
利用することで、影の検出を高速化できる。さらに、影が伸びる方向を記憶しておき、次
回以降の画像認識処理において比較対象の画素を抽出する位置を決める基準に利用しても
よい。なお、Ｓ１００～Ｓ１１０の処理が、影検出部１１の機能が実行する処理に相当す
る。
【００３３】
　Ｓ１１２では、車両周囲認識装置１は、各カメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された画像
の中から特徴点を検出する。本実施形態では、例えば、画像内において画素値が不連続に
変化している箇所を特徴点として検出する。また、車両周囲認識装置１は、検出された影
領域内で特徴点を探索する場合には、特徴点と判定すべき画素値の変化の閾値を、他の領
域に適用する閾値から変更するとよい。なお、Ｓ１１２の処理が、特徴点検出部１２の機
能が実行する処理に相当する。
【００３４】
　Ｓ１１４では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１０４又はＳ１０６の処理において画像内に
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存在する影領域が検出されたか否かに応じて、処理を分岐させる。具体的には、画像内に
影領域が存在する場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、車両周囲認識装置１は処理をＳ１１６に移
す。一方、画像内に影領域が存在しない場合（Ｓ１１４：ＮＯ）、車両周囲認識装置１は
、Ｓ１１６をスキップしてＳ１１８に処理を移す。
【００３５】
　Ｓ１１６では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１１２において画像から検出された特徴点群
について、Ｓ１０８において特定された影領域と日向との境界である影エッジに該当する
特徴点を除去する。具体的には、車両周囲認識装置１は、検出された特徴点の周囲に、記
憶されている影の輝度及び青色成分の特徴量と同等の箇所があれば、その特徴点を影エッ
ジに該当する特徴点であると判別し、その判別された特徴点を除去する。
【００３６】
　また、図１２に例示されるように、車両２の影の中に画像認識の対象物であるレーンマ
ーカーの白線がある状況下において、車両周囲認識装置１は、次のようにして特徴点が影
エッジに該当するか否かを判別するとよい。図１２は、車両２の影の中に対象物である白
線のエッジを形成する特徴点が検出された状況を表している。影の中で白線の特徴点が検
出された場合、影の中の路面と影の中と白線との間で画素値のギャップが大きいため、こ
の特徴点を影の中の路面と日向の路面との境界と誤認する可能性がある。
【００３７】
　そこで、車両周囲認識装置１は、影の中に存在する特徴点について、レーンマーカーの
幅に相当する画像上の距離だけ道路の幅方向にオフセットした領域の画素値を確認する。
そして、車両周囲認識装置１は、影の中に存在する特徴点と同等の画素値がレーンマーカ
ーの幅で分布しているか否かによって、当該特徴点が影の中のレーンマーカーであるか、
影と日向との境界であるかを判別する。
【００３８】
　また、図１３に例示されるように、車両２の影の側方にタール等の黒い物体が帯状に存
在する状況下において、車両周囲認識装置１は、次のようにして検出された特徴点が影エ
ッジに該当するか否かを判別するとよい。図１３は、車両２の影と黒い物体との間に、影
エッジを形成する特徴点が検出された状況を表している。影と黒い物体との間に特徴点が
検出された場合、その特徴点の周囲の明るい路面を、レーンマーカーの白線と誤認識する
可能性がある。
【００３９】
　そこで、車両周囲認識装置１は、影と黒い物体との間に挟まれた領域の画素値を、予め
取得しておいた日向の路面の画素値と照合する。照合の結果、影と黒い物体との間に挟ま
れた領域の画素値が日向の路面の画素値と同等である場合、車両周囲認識装置１は、その
領域を日向の路面と判別する。この場合、車両周囲認識装置１は、影と黒い物体との影と
の間に存在する特徴点を影エッジとして除去する。
【００４０】
　図３のフローチャートの説明に戻る。Ｓ１１４及びＳ１１６の処理が、影エッジ除去部
１３の機能が実行する処理に相当する。次のＳ１１８では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１
１６までの処理を経て残った画像上の特徴点群について、タール反射除去処理を施す。Ｓ
１１８のタール反射除去処理の手順について、図４のフローチャートを参照しながら説明
する。このタール反射除去処理は、画像上で検出された特徴点群の中から、道路上に存在
するタール等の油状の汚れに反射された光に起因する特徴点を除去する処理である。
【００４１】
　Ｓ２００では、車両周囲認識装置１は、既に検出された影の伸びる方向に基づいて、太
陽の位置を推定する。具体的には、車両周囲認識装置１は、影の伸びる方向の反対側に太
陽が存在する位置があると推定する。Ｓ２０２では、車両周囲認識装置１は、Ｓ２００に
おいて推定された太陽の位置に基づいて、画像上においてタール等の反射光が写っている
位置を推定する。具体的には、車両周囲認識装置１は、画像上において、太陽の位置と車
両２との間の路面に該当する領域で所定の閾値以上の輝度を示す箇所を、タール等の反射
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光が写っている位置として特定する。
【００４２】
　Ｓ２０４では、車両周囲認識装置１は、画像の中にタール等の反射光が存在するか否か
に応じて処理を分岐させる。画像の中にタール等の反射光が存在する（Ｓ２０４：ＹＥＳ
）、車両周囲認識装置１は処理をＳ２０６に移す。Ｓ２０６では、車両周囲認識装置１は
、画像から検出された特徴点群について、Ｓ２０２で推定されたタール等の反射光に該当
する特徴点を除去する。一方、画像の中にタール等の反射光が存在しない場合（Ｓ２０４
：ＮＯ）、車両周囲認識装置１は、Ｓ２０６をスキップしてタール反射除去処理を終了す
る。
【００４３】
　図３のフローチャートの説明に戻る。次のＳ１２０では、車両周囲認識装置１は、Ｓ１
１８までの処理を経て残った画像上の特徴点群に基づいて、特定の対象物に該当する物体
を検出する物体認識処理を実行する。具体的には、車両周囲認識装置１は、画像の特徴点
を用いる周知の画像認識アルゴリズムを用いて、レーンマーカー等の対象物を検出する。
また、車両周囲認識装置１は、対象物として、レーンマーカーに限らず、車両や人物等の
交通移動体や、道路標示等の物体も検出するように構成されていてもよい。なお、Ｓ１２
０の処理が、認識部１４の機能として実行する処理に相当する。以上で車両周囲認識装置
１は、画像認識処理を終了する。
【００４４】
　［効果］
　実施形態の車両周囲認識装置１によれば、以下の効果を奏する。
　車両周囲認識装置１は、画像の輝度だけでなく、画像が示す色に含まれる青色成分の度
合に基づいて影領域を判定する。このようにすることで、画像の明暗の変化に対するロバ
スト性を向上させ、影領域を精度よく検出することができる。そして、車両周囲認識装置
１は、画像内から検出された特徴点群から影領域のエッジに該当する特徴点を除去するこ
とで、目的とする対象物を的確に検出できる。
【００４５】
　また、車両周囲認識装置１は、複数のカメラ２０ａ～２０ｄにより撮像された異なる画
像の間で画素を比較して影の検出を行うことができる。このようにすることで、影が伸び
る方向に応じて車両２の周囲における様々な方向から的確に影を検出できる。
【００４６】
　また、車両周囲認識装置１は、複数の画像の間で色調が同等である場合、異なる画像の
間で画素を比較して影の検出を行う。一方、複数の画像の間で色調が異なる場合、車両周
囲認識装置１は、同一の画像の中の画素同士を比較して影の検出を行う。このようにする
ことで、色調が異なる画像の間で画素を比較することを避けて、画像の輝度及び色に基づ
く影の検出を精度よく行うことができる。
【００４７】
　［変形例］
　（ａ）上述の実施形態では、撮像部として４台のカメラ２０ａ～２０ｄを用いる事例に
ついて説明した。これに限らず、車両２は、少なくとも１台のカメラを備えていればよい
。車両２が１台のカメラを備える場合、車両周囲認識装置１は、１台のカメラにより撮像
された画像を鳥瞰画像に変換したり、その画像の中から検出された影領域のエッジを除去
した上で、対象物の検出を行う。また、上記実施形態では、ＹＵＶカラーモデルで表現さ
れるデジタルカラー画像を用いて影領域を特定する事例について説明した。これに限らず
、例えば、ＲＧＢカラーモデルで表現されるデジタルカラー画像を用いて影領域を特定す
る構成であってもよい。
【００４８】
　（ｂ）夜間や太陽光の届かないトンネル内等では、レイリー散光の影響が顕著に表われ
ないため、影の画像の青色成分は強くならない。したがって、車両周囲認識装置１は、夜
間やトンネル内において影を検出する場合、画像の青色成分に関する判定を行わず、輝度
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だけを判定するように構成されていてもよい。また、光源としてナトリウムランプが用い
られている環境下では、影の画像について黄色成分が強く現れる傾向がある。そこで、車
両周囲認識装置１は、光源としてナトリウムランプが用いられている環境下において影を
検出する場合、画像の黄色成分の度合について判定を行うように構成されていてもよい。
【００４９】
　（ｃ）車両周囲認識装置１は、検出した影の方向と日時に基づいて方位を推定するよう
に構成されていてもよい。推定した方位から、路面上に存在するタール等が光を反射して
強く光る可能性の高い領域を推定することができる。
【００５０】
　（ｄ）上記各実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素に分担さ
せたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に発揮させたりしてもよい。また
、上記各実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記各実施形態の構成の少なく
とも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加、置換等してもよい。なお、特許請求
の範囲に記載の文言から特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が、本開示の実施形
態である。
【００５１】
　（ｅ）上述した車両周囲認識装置１を構成要件とするシステム、車両周囲認識装置１と
してコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログラムを記録した半導体メモ
リ等の実体的な記録媒体、物体認識方法等の種々の形態で本開示を実現できる。
【符号の説明】
【００５２】
　１…車両周囲認識装置、２…車両、１１…影検出部、１２…特徴点検出部、１３…影エ
ッジ除去部、１４…認識部、２０…撮像部、２０ａ…前カメラ、２０ｂ…後カメラ、２０
ｃ…左カメラ、２０ｄ…右カメラ。

【図１】 【図２】
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